
１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

1,729,000 1,740,000 1,675,000 1,979,000 1,891,000

0 0 0 -24,945 0

0 0 0 0 0

1,729,000 1,740,000 1,675,000 1,954,055 1,891,000

1,729,000 1,737,000 1,669,000 1,933,000

100.0 99.8 99.6 98.9

基準値 目標値

２１年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

23,987 4,968 14,095 21,426 23,987 40,803 40,803

－ 4,968 14,095 21,426 23,987

基準値 目標値

２１年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

357,378 276,847 306,397 335,052 357,378 380,457 380,457

242,858 276,847 306,397 335,052 357,378

測定指標

参考資料の情報

○　関連法令
・　臓器の移植に関する法律（平成9年法律第104号）http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-
bin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%91%9f%8a%ed%82%cc%
88%da%90%41&EFSNO=420&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=13
・　非血縁者間骨随移植の実施に関する指針（平成22年健発0907第9号）

○移植希望登録者数（（社）日本臓器移植ネットワーク）
http://www.jotnw.or.jp/datafile/index.html

○骨髄移植ドナー登録者数及び非血縁者間骨髄移植実施数（（財）骨髄移植推進財団）
http://www.jmdp.or.jp/data/

○厚生科学審議会疾病対策分科会臓器移植委員会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f2q.html#shingi34

指標１
臓器提供意思表示システム登録者数

実績値

指標２
骨髄バンクドナー登録者数

実績値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

担当部局名
健康局疾病対策課臓

器移植対策室
作成責任者名

臓器移植対策室長
辺見　聡

報告書作成日

合計（a＋b＋c）

執行額（千円、d）

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

①　臓器移植対策について
　臓器移植については、臓器の移植に関する法律（平成９年法律第104号。以下「臓器移植法」という。）により、
脳死した者の身体からの眼球（角膜）、心臓、肺、肝臓及び腎臓などの移植が制度化されています。
　この法律においては、国及び地方公共団体の責務として、移植医療について国民の理解を深めるために必
要な施策を講ずることが規定されています。
②　骨髄移植及び末梢血幹細胞移植対策について
　骨髄移植等対策については、平成３年12月から国（厚生労働省）の主導の下、(財)骨髄移植推進財団が主体
となり、日本赤十字社、地方公共団体（都道府県、保健所設置市、特別区）の協力を得て、骨髄バンク事業を実
施しています。
　また、「非血縁者間骨随移植等の実施に関する指針」（平成22年健発0907第9号）により、骨髄バンク事業の
基本的な考え方や手続きの流れ等について規定するとともに、関係者の役割について明確化しています。

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法の
運営費交付金は含まない。

区分 ２４年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 調整中

補正予算（b）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

予算書との関係
本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
（項）・・・・・・移植医療推進費：移植医療推進事業に必要な経費（一部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　   ：移植医療の推進に必要な経費（全部）

繰越し等（c）

モニタリング結果報告書
（厚生労働省23（Ⅳ－３－１））

施策目標名 適正な移植医療を推進する（施策中目標Ⅳ－３－１）

施策の概要
本施策は、次の施策小目標を柱に実施しています。
 ※小目標の設定なし。


